
2021 年 4月号 18

〈対 象 者〉

令和３年４月１日時点において 65歳以下であり、以下のいずれかに該当する方
（1）町内在住者で高速道路を利用し、町外勤務先へ通勤する方
　　　……… 高速道路利用料の２分の１補助（月上限 10,000 円）
（2）町外在住者で高速道路を利用し、町内勤務先へ通勤する方
　　　……… 高速道路利用料の３分の１補助（月上限 4,000 円）

〈対象区間〉
居住地最寄り IC～勤務地最寄り IC
（1）の方　勤務地最寄り ICは、福井 IC以北、敦賀 IC以南とする。
（2）の方　居住地最寄り ICは、福井 IC以北、敦賀 IC以南とする。

南越前町遠距離通勤者高速道路利用支援事業
をご利用ください

▪４月～９月利用分（前期分）は 10月に請求し、10月～３月利用分（後期分）は４月に請求してください。

　申請書については町ホームページからダウンロードいただくか、総務課までお問合せください。

■問合せ　総務課　☎ 0778－47－8000

乗り降りするどちらかの ICは、
福井 IC以北、敦賀 IC以南とします。

高速道路利用区間

①補助金の資格認定申請
　・資格認定申請書
　・勤労および通勤証明書　等

④資格認定決定通知の受領
　　　　⬇
⑤高速道路を利用して通勤
　　　　⬇
⑥実績報告および請求（前期分・後期分）
　・実績報告書および請求書
　・ETC利用証明書　等

⑨補助金の受領

申　請　者 役　　　場

②資格認定申請書類の確認

③資格認定の決定・通知

⑦報告内容の確認

⑧補助金の口座振込（前期分・後期分）

申請の流れ
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令和３年度から対象者と補助金額が増えます！


